
雇
用
・
資
格

5 平成30年11月20日号

く
ら
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ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

交
通
・
消
防

住
ま
い
・
環
境

福
祉

子
育
て

文
化
・
教
養

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（塩原1-2）

庁
舎
名

に対する皆さんの意見を募集します
「中小企業・小規模企業の振興に関する条例」

▶募集期間　11月20日㈫～12月19日㈬
▶閲覧場所　 本商工観光課
　　　　　　西産業観光建設課
　　　　　　塩産業観光建設課

　市では、「中小企業・小規模企業の振興に関する条例」の制定を検討しています。これまでの検討結果に対する皆さんの
意見を募集します。

【意見を提出できる人】　�市民、市内勤務・通学者、市内に事務所・事業所を持つ個人や法人、本件に利害関係を
有する個人・法人・その他の団体

【提出方法】　 意見書の様式（閲覧場所か市ホームページから取得）に氏名、住所、意見を記入し、問い合わせ先に
持参、郵送、FAX、メールのいずれかの方法で提出

　　　　　　※氏名と住所の記入が必要で、電話での受け付けはできません。
　　　　　　※個人情報は目的以外には使用せず、公表しません。また、提出された書面の返却はできません。
　　　　　　※詳細は市ホームページを参照してください。募集期間の初日に更新予定です。
【意見の公表】　 提出された意見の内容や市の考え方を取りまとめ、窓口や市ホームページで公表します。
　　　　　　　なお、本件に直接関係がない意見には市の考え方は示しません

避難行動要支援者の個別計画
を作成するため訪問を行っています

▶問い合わせ
　　社会福祉課
　☎0287（62）7135
本

　市では、災害が起きたときに、自力での避難が難しい高齢者や体の不自由な人が、地域の助け合いによりスムーズな避
難支援を受けられるような仕組みづくりに取り組んでいます。

≪避難行動要支援者支援制度≫
　地域の避難支援者に、避難の支援が必要な人の住所・氏
名などの情報（名簿）をあらかじめ市から提供することで、
災害時の安否確認や避難誘導を行いやすくする制度です。

≪地域の避難支援者が訪問しています≫
　避難行動要支援者支援制度では、名簿の他に、
「個別計画」と呼ばれる要支援者一人一人の具体的
な避難計画も作成しています。
　避難行動要支援者で個人情報の提供に同意した
人には、「個別計画」の作成のため、地域の避難支
援者が訪問しています。地域の支援者の訪問が
あった場合は、個別計画の作成に協力してくださ
い。
▶対象　次のいずれかに当てはまる人
①75歳以上の高齢者のみの世帯
②�身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・A1・A2、
精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持っ
ている人
③要介護3以上の人
④そのほか、名簿に登載されている人

▶問い合わせ　本商工観光課
　☎0287（62）7154　FAX0287（62）7223
　 �k-shoukoukankou@city.nasushiobara.lg.jp
　〠325-8501　那須塩原市共墾社108-2

要支援者

市支援者

①�情報提供
の同意

②�名簿の提供

③�普段の見守り、
　緊急時の
　避難支援

（自治会・民生委員・自主防
災組織・消防・警察など）

お知らせ掲示板
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あまい儲け話に
ご注意を！
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開
設
時
間

 

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
き
、
次

の
店
舗
の
変
更
届
出
書
が
本
商
工
観
光
課
で

見
ら
れ
ま
す
。
内
容
に
意
見
が
あ
る
場
合
に

は
、
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

▼
対
象
施
設　

　
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
那
須
塩
原

▼
閲
覧
期
限　
１
月
21
日
㈪

※
午
前
８
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
。

※
土
・
日
、
祝
日
は
除
く
。

▼
閲
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ

○

商
工
観
光
課�
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大
規
模
小
売
店
舗
の

変
更
届
出
書
が
見
ら
れ
ま
す

【
事
例
】

　
「
高
収
入
を
得
る
方
法
を
教
え
る
」と

の
広
告
を
見
て
連
絡
し
た
ら
、
高
額
な

契
約
を
結
ぶ
よ
う
勧
誘
さ
れ
た
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

〇�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
取
引
さ
れ

る
情
報
商
材
の
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
し

て
い
ま
す
。

〇�

情
報
商
材
と
は
、「
副
業
や
投
資
な
ど

で
高
額
収
入
を
得
る
た
め
の
ノ
ウ
ハ

ウ
」と
称
し
販
売
さ
れ
る
情
報
で
す
。

電
子
媒
体
で
取
引
さ
れ
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
や
閲
覧
が
で
き
る
ほ
か
、
ア
プ
リ

で
配
信
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

〇�

情
報
商
材
は
契
約
前
に
中
身
を
確
認

で
き
ま
せ
ん
。
怪
し
い
と
思
っ
た
ら

連
絡
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〇�

高
額
な
契
約
を
勧
誘
さ
れ
た
り
、
話

が
違
う
と
思
っ
た
ら
、
き
っ
ぱ
り
と

契
約
を
断
り
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
の
熱
意
と
ア
イ
デ
ア
を

ま
ち
づ
く
り
に
生
か
そ
う

　
市
で
は
、
市
民
提
案
型
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
支
援
事
業
と
し
て
、
自
治
会
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

の
市
民
活
動
団
体
が
、
企
画
・
提
案
し
実
施

す
る
公
益
性
の
高
い
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
対

し
、
活
動
費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
「
社
会
的
、
地
域
的
な
課
題
の
解
決
に
つ

な
が
る
事
業（
自
由
テ
ー
マ
）」と「
地
方
創
生

に
資
す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
」を
募
集
し
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
熱
意
と
ア
イ
デ
ア
に
満

ち
た
提
案
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
事
業

①�

社
会
的
、
地
域
的
な
課
題
の
解
決
に
つ
な　

が
る
事
業（
自
由
テ
ー
マ
）

②
地
方
創
生
に
資
す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業

　

�『
市
ま
ち・ひ
と・し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
』

の
基
本
目
標（
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な

成
長
、
地
域
産
業
の
活
性
化
、
人
々
の
活

発
な
交
流
、
災
害
対
応
力
の
強
化
）に
基

づ
き
、
７
つ
の
分
野「
雇
用
・
結
婚
・
子

育
て
・
教
育
・
暮
ら
し
・
交
流
・
広
報
」

を
推
し
進
め
る
内
容
の
事
業

▼�

対
象　
市
内
で
の
活
動
実
績
が
１
年
以
上

あ
り
、
規
約
な
ど
を
定
め
て
い
る
団
体

▼
事
業
期
間　
平
成
31
年
４
月
～
32
年
２
月

▼
補
助
金
額

①�

対
象
経
費
の
10
分
の
８
以
内
の
額
と
し
、

80
万
円
を
限
度

　

�

同
一
事
業
へ
の
補
助
金
の
交
付
は
3
回
を

限
度（
2
回
目
は
10
分
の
６
、3
回
目
は
10

分
の
４
以
内
）

②�

対
象
経
費
の
10
分
の
9
以
内
の
額
と
し
、

90
万
円
を
限
度

　

�

同
一
事
業
へ
の
補
助
金
の
交
付
は
3
回
を

限
度（
2
回
目
は
10
分
の
７
、3
回
目
は
10

分
の
５
以
内
）

▼�

申
込
期
間　
12
月
10
日
㈪
～
1
月
15
日
㈫

▼
審
査
方
法

　
書
類
審
査
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査

〈
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
〉

▼
と
き　
12
月
８
日
㈯
　
午
後
１
時
30
分
～

▼
と
こ
ろ　
西
那
須
野
公
民
館

※
申
し
込
み
不
要
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

市
民
協
働
推
進
課　
☎（
62
）７
１
５
１

　
市
で
は
、
中
小
企
業
者
の
労
働
力
不
足
を

解
消
す
る
た
め
、「
導
入
促
進
基
本
計
画
」を

策
定
し
、
国
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
中
小
企
業
者
に
お
い
て「
先
端
設

備
等
導
入
計
画
」を
策
定
し
、
市
の
認
定
を

受
け
た
上
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
、
導

入
し
た
償
却
資
産
の
固
定
資
産
税
が
、
3
年

間
ゼ
ロ
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

商
工
観
光
課�

☎（
62
）７
１
５
４

設
備
更
新
を
考
え
て
い
る
中
小

企
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　
現
在
、
黒
磯
那
須
公
設
地
方
卸
売
市
場
で

は
、
市
場
で
野
菜
な
ど
を
仕
入
れ
る
小
売
業

な
ど
の
人（
買
受
人
）を
募
集
し
て
い
ま
す
。

お
店
を
営
業
し
て
い
て
市
場
か
ら
仕
入
れ
た

い
人
は
、気
軽
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

買
受
人
の
登
録
に
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

商
工
観
光
課�

☎（
62
）７
１
５
４

市
場
で
野
菜
な
ど
を
仕
入
れ
て

み
ま
せ
ん
か
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